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事1 人

学校は，児童・生徒一人ひとりに対する教育目標の達成を目的とする経営体で

経営の三要素である「人・物・金」を整備管理していくことで，効果的なある。経営

教育環境の

ある。

(1)採用

整備がなされる。このうち人的要素を整備し，管理することが人事で

県費負担教職員（市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する｜地教行法

舗総鍬 第37条職員）の任命権は，都道府県委員会に属している。

県費負担教職員は,市町村立小~中学校(中等教育学校の前期課程含むy及|学校職員給与負担
ぴ特別支援学校の校長，副校長，教頭，主幹教諭，指導教諭，教諭，養護教諭，法 第1，2条

栄養教諭助教諭，養護助教諭寄宿舎指導員講師，学校栄養職員，事務職

員が該当する。

県費負担教職員の採用には「正式採用」 ， 「|臨時的任用」 ， 「任期付」 ，

「非常勤」 ， 「定年退職者等の再任用」がある。

ア正式採用

教職員の任用は，受験成績人事評価その他の能力の実証に基づいて行わ地方公務員法

なければならない。 第15, 17条

一般の公務員や学校事務職員の採用は競争試験による｡これに対して，校長教育公務員特例法

の採用並びに教員の採用及び昇任については，任命権者たる教育委員会の教 第11条

育長の選考による。

（ｱ）条件付採用期間

年間，他の職員にあっては6か月間が条件付採用期間｜同法 第12条教諭等は採用後］

である。 ｜地方公務員法

ただし，その期間内の勤務日数が90日未満の場合は，その日数が90日 ’ 第22条

鱸。ｲ蝿I桐輻に達するまでその条件付採用期間を延長することができるが，採用後1年

繩'第侭粂を超えることはできない。

I書類関係（奥能登教育事務所管内の場合）(ｲ） 採用後の提仕

備 考提出先 書類名
1

住所（変更）届出書

給与口座振込（変更）申出書

預金口座振替依頼書

通勤届．通勤手当認定簿

住居届．住居手当認定簿

扶養親族届．扶養手当認定簿

児童手当認定請求書

扶養控除等(異動)申告書

写しを送付

写しと通帳写しを送付

A口座用（通II辰届出印に注意）

該当者，地図サイトの地図，定期券の写し等

該当者，契約書写等必要書類

該当者，戸籍抄本等必要書類

該当者，児童手当用所得証明等必要書類

個人番号カードの写し又は通知カードの写し等

(個人番号ｶｰﾄの両､写し又は賊Iｶｰﾄの写し及び迩職州:証の写し）

教育事務所
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3－1 人 事

税自己該当

給与口座振込内容

住所

個人番号（本人）

通勤手当

住居手当

扶養手当

児童手当

寒冷地手当

へき地手当

必ず入力する項目

ノノ

〃

〃被扶養者がある場合は併せて入力

該当する場合入力する項目

〃

〃

〃

〃

〃

給与システム

入力

奮格取得届書

履歴書写

年余加入期間報告書

辞令写

口座振込設定届

被扶養者（認定）申告書

国民年金被保険者該当届

組合員証受領書

共済組合と互助会の二種類

添付:年金手帳の写し又は基礎年金番号通知書の写し,鬮歴書の写し

共済組合・

互助会

該当者

配偶者が被扶養者になる場合

組合員証受領後

3部作成2部提出・ 1部学校保管

前歴のある人

前歴のある人

履歴書

初任給決定通知書

職歴通知書

宣誓書

地教委

石川県教職員事務ｾﾝﾀｰへ提出（通帳届出印注意）

加入希望者

預金口座振替払に関する届出書

学校生協加入届，諸届
その他

（ｳ）着任

職員は，採用又は転任の日から5日以内に着任しなければならない。

イ臨時的任用職貝

吹の場合に，臨時的に職員を任用することができる。

（ｱ）臨時的に任用する場合

災害その他重大な事故のため，職員を任命するまでの間その職員の識を

欠員にしておくことができない緊急の場合，又は， 1年以内に廃止される

ことが予想される臨時の職に関する場合，若しくは，補充しようとする職

に対する任用候補者の提示の請求に対し，任命権者が人事委員会から適当

な任用候補者がいない旨等の通知を受けた場合。

具体的には，教職員の産前・産後休暇に伴う代替職員の任用や，休職者，

内地留学省等の補充として臨時的に任用する場合がある。

（ｲ）任用期間

通年（4月1日から3月30日までの期間）の任用の者について， これま

では，任用期間を3月30日までとしていたが，令和2年度以降は3月31

市町学校管理規則

職員任用規則

第14条

教職第907号

R2.3. 19通知文

臨時的任用講師及

び非常勤講師の勤

務条件等の変更に

ついて
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3－1 人 事

日までとする。 したがって，翌年度4月1日以降も任用される者について

は，空白期間をおかずに，継続した任用となる。

(ｳ）任用期間の更新

臨時的任用期間は， 6か月を超えない期間で更新することができる。

(工）任用後の提出書類（例：奥能登教育事務所管内の場合）

職員任用規則

第15条

備 考提出先 書類名

住所（変更）届出書

給与口座振込（変更）申出書

預金口座振替依頼書

通勤届．通勤手当認定簿

住居届．住居手当認定簿

扶養親族届．扶養手当認定簿

児童手当認定請求書

扶養控除等(異動)申告書

写しを送付

写しと通帳写しを送付

A口座用（通帳届出印に注意）

該当者，地図サイトの地図，定期券の写し等

該当者，契約書写等必要書類

該当者，戸籍抄本等必要書類

該当者，児童手当用所得証明等必要書類

個人番号カードの写し又は通知カードの写し等

(個人番号ｶｰﾄの両面写し又は通知ｶｰﾄの写し及び運転免許証の写し）

教育事務所

税自己該当

給与口座振込内容

住所

個人番号（本人）

通勤手当

住居手当

扶養手当

児童手当

寒冷地手当

へき地手当

必ず入力する項目

〃

〃

〃

〃被扶養者がある場合は併せて入力

該当する場合入力する項目

〃

〃

〃

〃

給与システム

入力

共済組合と互助会の二種類資格取得届書

履歴書写

年金加入期間報告書

辞令写

口座振込設定届

被扶養者（認定）申告書

国民年金被保険者該当届

組合員証受領書

添付:年金手帳の写し又は基礎年金番号通知書の写し,履歴書の写L

共済組合・

互助会

該当者

配偶者が被扶養者になる場合

組合員証受領後

履歴書

初任給決定通知書

講師等調査書

市販の用紙可，写真貼付

地教委

ウ任期付職員

次の場合に任期付きで，職員を採用することができる。

（ｱ）任期付きで採用する場合

榊…
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育児休業を取得する教職員の代替の教職員として，平成31年4月1日以

降は，地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定に

より，任期付職員を採用する。

（ｲ）任期付職員になった際の新たな職名

育児休業代替講師（事務職員，栄養職員，養護助教諭）

※「講師」の部分は， 「事務職員」 ， 「栄養職員」 ， 「養護助教諭」に

必要に応じ入れ替え

（ｳ）任期の終了

a任期付職員の任期中であっても，法律や条例の規定により育児休業が

失効し，又は取り消されたことにより育児休業期間が終了したときは，

原則として，任期は終了するものとする。

b任期付職員の任期中であっても，人事上の必要その他特別の事情があ

るときは，任期を終了させることがある。

（ｴ）勤務形態

正規職員に準じる。

エ非常勤職員

職員の病休代替や初任教員研修の補充， 中学校免許外教科担任解消の補充

等のために臨時的に任用する。

提出書類（例：奥能登教育事務所管内の場合）

提出先 ’ 書類名 備 考

債権者登録申出書

通勤届

通1帳の写しを添付

費用弁償用として1部，地図サイトの地図，

定期券の写し等

教育事務所

市販の用紙可，写真貼付履歴書

講師等調査書
地教委

オ定年退職者等の再任用

任命権者は，定年退職者等を従前の勤務実績等に基づく選考により，常時

勤務を要する職に採用することができる。

この制度は，定年等により退職した職員のうち，働く意欲と能力のある者

の雇用機会を拡充し，高齢期（60歳代前半期）の職員が長年培った能力・経

験を有効に発揮できるようにしたものである。

（ｱ）対象者

a 定年退職者

b 勤務延長後の退職者

c 定年退職日以前に退職した者で次に掲げる者

(a) 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算

して5年を経過する日までの間にある者

(b) (a)に該当する者として再任用されたことがある者

地方公務員法

第28条の4

再任用条例

第2条
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地方公務員法

第28条の4

（ｲ）採用の方法

従前の勤務実績等に基づく選考により行われる。

（ｳ）任期

1年以内

（ｴ）任期の更新

更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に， あらかじめ職員

の同意を得た上で1年以内で更新ができる。

（ｵ）任期の末日

65歳に達する日以後における最初の3月31日以前。

（力）勤務形態

勤務形態には， フルタイム勤務（週38時間45分） と短時間勤務（週16

時間から32時間までの範囲内）の2種類がある。

※詳細は県教委より出される石川県公立学校教職員再任用候補者選考実

施要項を確認のこと。

(2)転任

所属異動に伴う転入や転出のことをいう。

ア転出校への提出書類(例：奥能登教育事務所管内の場合）

再任用条例

第3条

同条例第4条

備 考書類名

履歴書

教職員健康診断票

給与口座振込（変更） 申出書

（給与振込口座確認書）

扶養親族届，扶養の申立書及び添付書類

児童手当認定請求書（現況届）

被扶養者申告書（共済） ， 申立書及び添付書類

給与所得者の扶養控除等（異動） 申告書

保険料控除申告書

基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

住宅借入金等特別控除申告書

住居届及び認定簿・契約書等

出勤簿

勤務関係諸願届出票

自家用車公務使用届出書（引率使用も同様）

氏名ゴム印

職員コードゴム印

教職員調査書の写

3月分特殊勤務手当実績簿の写

（部活動手当・主任手当等）

赴任旅費にかかる証明書

原本

原本

所属控

該当者所属控

〃

〃

原本

所属控

〃

該当者所属控

該当者所属控

原本

写し

写し

前年度写

該当者写し

該当者
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イ転任等にかかわる事務引き継ぎについて

職員は，転任又は休職・退職等となったときは，速やかに，次の各号によ

って事務引き継ぎをしなければならない。

（例：輪島市の場合）

（ｱ）校長にあっては，文書，校具及び重要な事務を引き継ぎ書を添えて後任

者又は教頭に引き継ぐこと。

（ｲ）校長以外の職員にあっては，その分担する事務及び保管文書を校長に引

市町学校管理規則

き継ぐこと。

(3)昇任

昇任とは，現在の職より上級の職に任命することをいう。

具体的には教諭→教頭，教頭→校長などをいう。

提出書類（新校長の場合）

地方公務員法

第15条の2

(4)退職

退職とは，失職の場合及び懲戒免職の場合を除いて，離職することをいう。

ア 自己都合退職

職員が自分の意により退職することをいう。

【提出書類】

（ｱ）退職願・職員の退職について ．…地教委経由県へ

（ｲ）退職手当支給願・履歴書・所得税申告書・…県へ

（ｳ）退職共済年金決定請求書 …･共済組合へ

（ｴ）生協脱退手続き又は，継続手続き ．…生協へ

その他，履歴書整備など

詳しくは「教職員の退職前後の手続きガイドブック」

「退職事務の手引」 等を参照

イ勧奨退職

50歳以上で，かつ20年以上勤務して退職する場合などで人事委員会嬢

に定めるところによる。

【提出書類】

自己都合退職と同じ

ウ定年退職

職員の定年は60歳とする。定年に達したときは定年に達した日以後に末

る最初の3月31日に退職する。

【提出書類】

自己都合退職と同じ

エ死亡退職

（ｱ）公務外の死亡

年以上勤務して退職する場合などで人事委員会規

定年に達したときは定年に達した日以後にお

退職手当条例

第5条の3

則

け 定年条例

第2，3条
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【提出書類】 （遺族による申請）

a 死亡診断書又は死体検案書・職員の死亡について

．…地教委経由県へ

b給与・諸手当関係 ・ ・ ・ ･県へ

(a)退職手当関係

退職手当支給願・履歴書・戸籍謄本

(b)給与関係

未払給与等請求書・代表者選任届

(c)年末調整関係

・死亡退職者に係る年末調整調書

・控除額があるときはその証拠書類の写し

・給与所得者の扶養控除申告書

・給与所得者の保険料控除申告書など

c 遺族共済年金決定請求書・埋葬料請求書・異動報告書等

・ ・ ・ ･共済組合へ

d 死亡弔慰金請求書 …･互助会へ

e 脱退手続き ．…生協へ

f 履歴書整備など

(ｲ）公務上の死亡

【提出書類】 （遺族による申請）

公務外の死亡の場合と同じ書類のほかに下記の書類を追加する。

公務災害認定書の写し …･県へ

(5)分限

職員が一定の理由により，その職責を十分に果たし得ない場合に，職員が一定の理由により，その職責を十分に果たし得ない場合に， 地方公務員法本人の意

志に反して行う処分を分限処分という。ただし， この処分は公正でなければな

らず，法律や条例で決められた理由による。

ア降任又は免職

降任とは，現在の職よりも下位の職に任命することであり，免職とは，そ

の職を免ずることである。

（ｱ）地方公務員法で定める理由

職員が下記の一つに該当する場合，その意に反して， これを降任し，又

は免職することができる。

a 勤務実績がよくない場合

b 心身の故障

c 上記の外，職に必要な適格性を欠く場合

．廃職又は過員を生じた場合

（ｲ）県費負担職員の免職及び都道府県の職への採用

都道府県教育委員会は，市町村の県費負担職員で下記のいずれにも該当

するものを免職し， 引き続いて都道府県の常時勤務を要する職（指導主事，

校長，園長，教員の職を除く。 ）に採用することができる。

第27条

同法

第28条1項

地教行法

第47条の2
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3 1 人 事

事実確認の方法その他該当するかどうかを判断するための手続きに関し

必要な事項は，都道府県の教育委員会規則で定めるものとする。

a 児童又は生徒に対する指導が不適切であること

b研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対する指

導を適切に行うことができないと認められること

イ休職

緋臘哩は~分…とLて身分を繰償Lた霞弱驚従事…いことゞいう。

（ｱ）心身の故障のため長期の休養を要する場合

（ｲ）刑事事件に関し，起訴された場合

ウ降給

降給とは，給料の号給又は給料月額を下げる処分をいう。

石川県に降給に該当する条例はない。

※教員が一般事務職員に転任した場合のように，職務と責任の変更に

より給料の号給が下がる場合は降給に該当しない。

エ失職

失職とは，職員が一定の事由に該当することにより， 当然に職を失うこと

をいう。

噂>一成年被後見大ヌオま被保佐ソ〔ノ

（ｲ）禁銅以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで，又はその執行を受け

ることがなくなるまでの者

（ｳ）政府を暴力で破壊することを主張する政党，その他の団体を結成し，又

はこれに加入した者

なお， これらの手続きや効果は条例で定められている。

(6)懲戒

ア職員が次の理由に該当するとき，懲戒処分として処分される。

（ｱ）地方公務員法又はこれに基づく条例，地方公共団体の規則や地方公共団

体の機関の規定に違反したとき

（ｲ）職務上の義務に違反し，又は職務を怠ったとき

（ｳ）全体の奉仕者にふさわしくない非行のあったとき

イ懲戒処分は次のように区分される。

（ｱ）戒告･…職員の義務違反に対し将来を戒める処分をいう

（ｲ）減給…･一定の期間，給与の一定割合を減額して支給する処分をいう

（ｳ）停職・ ・ ・ ･懲戒処分として職を保有したまま，職務に従事させないことを

いう

（工）免職･ ・ ・ ・職を免ずることをいう

なお， これらの効果や手続きは条例で定められている。

（7）校長職務代行

校長に事故があるとき，教頭（副校長を置く学校にあっては副校長）がその

職務の代理をし，校長が欠けたときは，その職務を行う。 この場合において教

地方必鵜員潅

篤2晩瀕

地方公務員法

第28条4項

地方公務員法

第29条

懲罰手続効果条例

調

学校教育法

第37条の⑥⑧
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事3－1 人

頭（副校長を置く学校にあっては副校長）が二人以上いるときは， あらかじめ

校長が定めた順序で， その職務を代理し，又は行う。

ア代表者変更の手続き （死亡のとき）

i~~~~~~~~~~~~~－~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~－~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i
l事実発生 教職員の死亡について教頭報告

↓↓

｜代行者通知 校長の職務の代行について（地教委→教頭又は副校長） ｜

公金口座の代表者名を変更する

（校長が資金前渡職員の時）

防火管理者の変更（所轄消防署，地教委）

↓ ↓
U一一一一一一‘‐＝＝＝.‐=弓弓一一一一一.一一~一一一・一一一一一一一一一一一・一一ー一一一一一一一一一一二 ､－－~~一一一一ー~．‐ ．・ ・ローーーーー‘‐ ‘‐=ー‘‐ .‐~.‐一一一~－面 .-~~一一~一 ・一一一一一一一一一~一一一

｜新校長発令 校長事務引継書（7日以内）

防火管理者の変更（所轄消防署，地教委）

安全運転管理者届(15日以内，所轄公安委員会）

(11人以上の乗車定員の車を所有の場合）

’綾憧辨篭轤合 I鴛繊震薦麗川’
その他(新校長転任の場合異動に関する書類）

(8)履歴書の整備

履歴書は，教職員の身分・給与等の事務を適正かつ能率的に進めるための基

礎資料となり，人事記録等に関する事項を記載する。変更・追加があれば，そ

の都度記載する。

ア記載方法について

（ｱ）ペン書き，黒インキを使用する。 （ボールペン可）

ただし，給与改正条例，懲戒処分は年月日，発令事項，発令庁（懲戒処分

のみ）すべて朱書きとする。

（ｲ）使用文字は，辞令文転記以外については，ひらがな，算用数字を使う。

（ｳ）氏名は，戸籍名と同じ字を用いること。なお，採用時までに氏名変更が

あった場合， 旧氏名は記載しなくてよい。

（ｴ）現住所は，都道府県名から書き始める。本籍地は，都道府県名のみ記載

する。

（ｵ）学歴は高校以上について，学部・学科まで卒業・修了・中退の区分を書

くこと。

（力）免許状は取得しているもの全てを書くこと。ただし，同校種かつ同教科

のものは，最上級のもののみ書くこと。

（ｷ）発令事項はすべて年月日順とし，原則として1件1行とし，必ず辞令文

通りに記載する。

例（任用） 石川県小松市公立学校教員に任命する

（給与） 教育職(二）2級8号給を給する

（補職） 石川県小松市立芦城小学校教諭を命ずる

3－9



3－1 人 事

イ記載する事項

氏 名

本籍・現住所

学 歴

免 許

採用以前の職歴

採用後の事項

改姓

住所変更

高校以後の卒業，修了， 中退等年月日

教員免許状の種類，番号，授与年月日

民間会社， 自宅経営業，臨時的任用・非常勤講師等の期間

任命，補職昇給，休職育休，復職，介休，永年勤続表彰(25年) ，

海外出張，内地留学，懲罰，退職免職

(9)内地留学

県教育委員会が研究課題を指定し，国内の大学・教育機関等に対して，教員を教育公務員特例法

短期。長期にわたって派遣する研修をいう。 第22条3項

ア勤務態様等について

出勤簿は，派遣先にて作成する場合と，籍をおく学校で作成する場合があ

る。

年次有給休暇は， 引続き使用する（転任の場合と同じ） 。給料，諸手当等

は所属の学校にて支給される（通勤手当等の手続きを忘れずに） 。

※その他に，学校に籍をおく他所勤務の職員（指導主事等）の勤務態様に

ついても，内地留学に準ずる。

※研修の目的・内容によっては，上記の記載と異なる場合もある。

(10)教育職員免許状 教育職員免許法

教員免許状に変更等があった場合は， 申請により書換え又は再交付を受ける 第15条

ことができる。 教育職員免許法

ア免許状の書換え 第15条

免許状の書換えを受けようとする者は，次の書類を教育委員会に提出しな免許法令施行規則
／'/、

〃ｿ堺、ければならない。 第20条
1 1 18

（ｱ）教育職員免許状書換願（様式第l･2号）

（ｲ）免許状

（ｳ）書換えの理由を証する書類

イ免許状の再交付

免許状の再交付を受けようとする者は，次の書類を教育委員会に提出しな

ければならない。

（ｱ）教育職員免許状再交付願
12

（ｲ）再交付出願の理由書（様式第吟号）及びその理由を証明するに足る書類

（相当官公署の証明書）

※授与県によって提出書類が異なるので注意すること

絢則

('')教員免許更新制(R僻中'ﾐﾉ廃止貫塗j
教員免許更新制は，その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう，教員免許更新制の

定期的に最新の知識技能を身に付けることで，教員が自信と誇りを持って教壇しくみ

に立ち，社会の尊敬と信頼を得ることを目指すことを目的とする制度である。
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事人3－1

教員免許更新制の基本的なポイントは次の4つ。

①更新制の目的は，その時々で教員として必要な最新の知識技能を身につけ

ること。

②平成21年4月1日以降に授与された教員免許状に10年間の有効期間が付

されること。

③2年間で30時間以上の免許状更新講習の受講・修了が必要となること。

④平成21年3月31日以前に免許状を取得した者にも更新制の基本的な枠組

みを適用すること。

ア受講対象者

更新講習の受講対象者は，普通免許状又は特別免許状を有する者で，以下

の該当者。

（ｱ）現職教員（校長，副校長教頭を含む。ただし，指導改善研修中の者を

除く）

（ｲ）実習助手，寄宿舎指導員，学校栄養職員，養護職員

（ｳ）教育長，指導主事，社会教育主事，その他教育委員会において学校教育

又は社会教育に関する指導等を行う者

（工） （ｳ)に準ずる者として県教委が定める者

イ更新講習の免除対象者

免許状更新講習を受講せずに県教委に申請を行うことによって免許状を更

新できる者。

（ｱ）教員を指導する立場にある者

・校長，副校長，教頭，主幹教諭又は指導教諭

教育長，指導主事，社会教育主事，その他教育委員会において学校教育

又は社会X教育に関する指導等を行う者

・免許状更新講習の講師と一議っ雲でﾔ､呑者jなど

（ｲ）優秀教員表彰者

・文部科学大臣，教育委員会などから，各教科の指導法又は生徒指導その

他その者の所持する免許状に関係する知識技能が優秀であることについ

て表彰を受けたことのある者。 ただし表彰を受けた後の1回のみが免除

の対象となる。

※免除対象者にあたる場合でも，県教委に免許状の更新手続に関する申請

を行わなければ，免許状は失効するので注意

ウ有効期間の延長（修了確認期限の延期）

教員免許更新制の

しくみ

得七た免許状の授与年号日-の翌日李ら-lFe旱以『内-に修子補
一A特一ﾌｧﾝ左三茨I -H何17円そ‐

-這う品舌驍 側』し､アブ」 I巻←

，やむ-迎える場合は， 当該期間についニモニ延長申請が菫できる‘ 県教委はまた了

を得ない事由により免許状更新講習の課程を修了できないと認められるとき

は，相当の期間を定めて，免許状の有効期間を延長（旧免許状の場合は修了

確認期限を延期）することができる。

※この場合でも必ず県教委に申請を行うことが必要。

ここでいう 「やむを得ない事由」 とは次のとおり。

3 11



3 1 人 事

・指導改善研修中であること

・休職中であること

・産休，育休，病気休暇，介護休暇中であること

・地震積雪，洪水その他の自然現象により交通が困難となっていること

・海外派遣中であること

・専修免許状の取得のための課程に在籍していること

・教員となった日から有効期間の満了の日 （又は修了確認期限）までの期間

が2年2月未満であること

・その他県教委がやむを得ないと認める事由があること

エ免許状更新の手続きの流れ

①最初の修了確認期限がいつになるのかを文部科学省令「教育職員免許法

施行規則」にて確認。

②修了確認期限の延期が可能な理由に該当する場合や，更新講習の免除対

象者に該当する場合は県教委に2年間の期間内に申請。

※ 2年間とは，終了確認期限の2年2月前から2月前の期間を指す。以

下同じ。

③2年間の期間内に，大学などが開設する30時間以上の免許状更新講習を

受講・修了。

受講にあたっては，更新講習の開設状況を確認し，各人で希望する更新

講習の開設者に申し込む。

免許状更新講習の勤務態様は，職専免。

④更新講習を修了したことを県教委に申請し，更新講習修了確認を受理。

轆灘賞｡停湘
成績評定規則

第2条

(12)教職員人事評価制度

教職員人事評価制度は，能力評価と業績評価の二本立てで行なっている。

以下，教職員人事評価制度評価者用手引き （平成24‘年号月）より抜粋

31 4ア人事評価

燕たな教職員大事評価制慶ば’人事管理の基礎として，教職員の職務遂行

や勤務実績を…-限り】客観的に把握・評価し，その結果を個々人の適性に

応じた適材適所激事配置や能力開発,適切な給与処遇に活用するものであ
る。

【能力評価】

職務遂行に当たり，実際に

発揮した能力を評価する。

〈5段階の絶対評価〉

【業績評価】

職務上挙げた業績をプロセスや

質的な達成水準を含め評価する。

〈5段階の絶対評価〉

※人事評価（能力評価，業績評価）は毎年2回，定期（9月・ 3月）に行う。

3 12
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イ被評価者と評価者及び調整者

※学校間で評価内容に不均衡があれば調整を行う。

ウ能力評価

能力評価は，教職員が職務を遂行するに当たりとった行動を，発揮するこ
蔭洩

とが求められる能力に照らして，該当教職員の発揮した能力の程度を評価す

るもので，評価項目は下表のとおり管理職と教諭等の区分に応じて5又は6

項目である。

評価項目

管理職 教諭等 能力区分
｡

主幹教諭， 指導教諭，

教諭， 養護教諭， 栄養

教諭,佳習助手，寄宿舎
指導員）小中学校栄養
職員，小中学校事務職員

校長，副校長，

教頭,(部主事）
職

<全教職員共通に求められる能力・資質＞

1 倫理 ’ 1 倫理 ｜教育公務員としての倫理，規律，姿勢

2交渉力 ’ 2 コミュニケーション力｜他者とのコミュニケーションスキル

評
価
項
目

<職責に応じて求められる能力・資質＞

リーダーに

求められる

能力

｡

4統率力・人材育成力’ 3指導・育成力
5判断力・実行力 ’4企画・実行力

5 向上心・積極性 ’

6 知識・技能

※「実習助手」には，実習教諭を含む

エ業績評価

業績評価は，年度当初に校長が示した業務分担（果たすべき役割）に基づ

き，評価期間中に，挙げた業績をプロセスや質的な到達水準を含めて評価す

るものであり，次の2項目により行う。

評価項目 評価内容

担当する業務全体の達成度
~~~~~~~~~~

業務達成度 担当業務を遂行するに当たり，挙げた業績をプロセスや質的な到達水準

を含めて総合的に評価する。

組織にとって貢献のあった行動の実績

突発的業務の処理，他教職員への支援・協力，職場の環境改善，雰囲気

作りなど，組織にとって貢献のあった行動を評価する。

組織貢献度

3 13

被評価者

校 長

副校長・教頭

教諭等

一次評価者

市町教育長の

指定する者

校 長

副校長・教頭

二次評価者

市町教育長の

指定する者

校 長

調整者

市町教育長の

指定する者

市町教育長の

指定する者

市町教育長の

指定する者

教職員として
求められる

基礎的な能力
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オ評価の流れ

【被評価者】【評価者】時期

4月

｜ 目標の設定
学校経営計画に基づき本人が設定

面談シートの提出

↓
◎当初面談

目標の確認と業務分担（果

目標達成や業務に当たって

目標の確認と業務分担（果

5月

たすべき役割）の明示

目標達成や業務に当たっての指導・助言など

たすべき役割）の明示

の指導・助言など

｜･観察

･指導・助言

I 業務遂行

○自己評価

I
弓-月』 評価期間を振り返り，

目標の進捗状況，発揮した能力，

挙げた業績を自己評価する。

面談シートの提出

↓
9月| _g人事評価

↓
◎中間面談

･評価結果のフィードバック

・自己評価の聞き取りと業務

､評価結果のﾌｨｰﾄﾊｯｸ

10月

I
(評価し､DIF#脚關示)

・自己評価の聞き取りと業務に当たっての指導・助言など

(評価し､DIF#脚關示）
に当たっての指導・助言など

誉挫樋談｜･観察

･指導・助言

･業務遂行

○自己評価

I
評価期間を振り返り，

目標の進捗状況，発揮した能力，

挙げた業績を自己評価する。

面談シートの提出2月

↓
○人事評価8-月：

※今年度の反省

次年度以降の課題の設定

↓

3月 ◎期末面談

評価結果のフィードバック

自己評価の聞き取りと次年

評価結果のフィードバック
’1

(評価c､PはI湖､閑示）
自己評価の聞き取りと次年度に向けての指導・助言など

(評価c､PはI湖､閑示）
度に向けての指導・助言など

_l"
寺

齢相談
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<一次評価・二次評価〉

面談シート， 日頃の業務を勘案

<調薬〉

評価の甘辛，食違い等を調整

<一次評価・二次評価〉

面談シート， 日頃の業務を勘案

<調整〉

評価の甘辛，食違い等を調整



3－2服 務

1 勤務時間

教職員の勤務時間については，労働基準法，勤務時間条例及び規則等により，

1週間当たりの勤務時間が定められている。

(1)勤務時間

職員の勤務時間は， 1週間について38時間45分とする。

※育児短時間勤務職員，再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

の勤務時間は，知事又は県教委が別途定める。

(2)週休日

勤務時間が割り振られていない，給与の支給対象とならない日のことであり，

原則， 日曜日及び土曜日とする。

(3)休憩時間

労働基準法上で与えることが義務づけされている時間である。

1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分， 8時間を超える場合

においては1時間の休憩時間を勤務時間の途中に与えなければならない。

※休憩時間は勤務時間に含まれず給与支給の対象にはならない。

(4)週休日と勤務時間の割り振り

ア通常の場合

週休日 日曜日及び土曜日

勤務時間 1日7時間45分（月曜日から金曜日まで）で週38時間45分

イ週休日に学校行事等を実施する場合（年度当初又は相当前より計画した場

合）

週休日 行事日の前後各2週間の期間内に割り振る

勤務時間 1日7時間45分で1週当たり38時間45分

ただし，勤務日が引き続き12日を超えてはならない

ウ手続き

市町により異なる。

(5)週休日の振替等

臨時的かつ非通例的業務のために週休日に勤務を命ずる必要がある場合又は

土曜授業等を実施する場合に行う。

＜振替等の方法＞

ア週休日に全日勤務を命じる場合

原則として，週休日を当該週の全日勤務日と振替える。週休日に全日勤務

を命じた場合の振替は，時間単位では行えない。

イ同一週で週休日の振替等ができない場合

起算日の前8週間又は後16週間内の全日勤務日と振替を行うことができる

ウ手続き

市町により異なる。

学校職員の勤務時間、休

日及び体I鰐に関する条例

第3条1項

同条例

第3条2項

第3条3項

労基法第34条

学校職員の勤務時間、休

日及鮴暇等に関する条例

第4条

同条例第3条3,4項

石11 1県及び石11 1県学校職員の

鰄峨ホ服鮴瞬|［鮒6捌

第2条の2

同規則

第2条の3
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3－2服 務

(6)職員への周知

週休日の振替変更を行った場合は，職員に明示しなければならない。

(7)休日等

勤務時間が割り振られた日であるが，特別に勤務を命じられない限り，勤務

が免除される日のことであり，国民の祝日と年末年始の休日 （12月29日から1

月3日）及び国の行事が行われる日で人事委員会が指定する日とされている。

※休日と週休日とが重複するときは，休日とはみなさない。

(8)休日の代休日

ア代休日の指定

職員に，休日に特に勤務を命ずる場合は，代休日を指定することができる。

その指定にあたっては，次の点に留意する。

（ｱ）休日に命ずる勤務の内容が臨時的，かつ計画的なものであり，休日に当

該業務を処理する必然性がある場合に限り，代休日の指定を行うことがで

きるものである。

（ｲ）休日に割り振られている全勤務時間に勤務を命ずる場合に限り，代休日

の指定を行うことができる。

※時間単位の代休は認められない。

（ｳ）勤務を命じた休日の翌日を起算日とする1週間以内の範囲で代休日を指

定すること。ただし，次のすべての要件を満たす場合は， 当該起算日から

8週間以内の範囲で指定することができる。

a 当該業務が大規模なものであり，休日に多数の者に勤務を命ずる必要

があること。

b 1週間以内の指定が極めて困難であるか，又は, 1週間内で指定した

場合，業務に大きな支障が生ずるおそれがあること。

※勤務することを命じた休日の以前の日に，代休日を指定すること

はできない。

（工）職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には， 当該

職員について，代休日を指定しない。

イ代休日の指定の手続き

市町により異なる。

(9)修学旅行的行事に従事させた場合の勤務の取扱い

平成29年4月1日以降，修学旅行的行事に従事させた場合の勤務の取扱いに

ついては，原則，勤務の割り振りを行うこととする。

ア対象業務

通知第3の2 （2）に定める修学旅行的行事に関する業務とする。

イ勤務時間の割り振り単位

1泊2日の場合 3時間45分又は4時間

2泊3日以上の場合 7時間45分以内

※ただし，正規の勤務時間を割り振ることができるのは，宿泊日当日とする。

勤務時間規則

第2条の3④

同条例第6*1, 2項

給与規則58条の2

勤務時間条例第6条の2

伽齢艫の改正について

修勃侭行淘丁事に従事させた

場合噸務りぅ取拠にづ(て

腿9.3.22県鍛
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3－2服 務

ウ勤務時間の割り振り方法

校長は，対象業務について勤務時間の割り振りを行う必要がある場合， 当

該行事日を起算日とする前後2週間の期間内で，学校運営に支障のない範囲

で勤務時間を割り振るものとする。

エ軽減措置

従前の軽減措置を講ずることによっても， 当該業務に従事した教育職員の

健康及び福祉を害しないと認められる場合は，時間外勤務を命ずることがで

きるものとする。

＜県費負担教職員の勤務時間の割り振り等について＞

割振・振替・代休の

指定期間

指定日の

種類
出勤簿の記載方法単位行事日

年度当初又は

相当前より

計画した場合

前後2週間割振日 週休日1日週

原則同一週体
振休

（／）
臨時的かつ

非通例的な

場合

1日

又は

4時間

振替日
日 できない場合

前8週間後16週間

※（ ／ ）には全日勤務を

命じた週休日を記入

原則休日の翌日を起算

日とする1週間以内

※要件を満たす場合

8週間以内

代休

（／）
体

代休日1日

※（／ ）には全日勤務を

命じた休日を記入

画
■
一

割振

（ ／）
3時間45分

又は

4時間

修

学

旅

行

的

行

事

前後2週間割振日1泊2日

※（ ／）には勤務を命じ

た日を記入

割振

（／ ）7時間45分

以内
前後2週間割振日2泊3日以上

※（／）には勤務を命じ

た日を記入

※週休日＝日曜日及び土曜日

※休日 ＝祝日，年末年始

※指定日＝週休日及び休日以外の日

※出勤簿の記載方法は市町により異なる。
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3－2服 務

2休暇

休暇とは，職員がその所属機関の長の承認により，一定の期間その職務を遂

行しないで職務以外の事柄に勤務時間を利用することが認められた勤務時間管

理上の制度である。

種類としては，年次有給休暇・病気休暇・特別休暇・介護時間及び介護休暇

がある。

（※講師等の休暇については後述）

(1)年次有給休暇

正規職員，臨時的任用職員（非常勤，嘱託の職員及び育児短時間勤務職員，

再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く）には， 1年を通じ

て20日以内の年次有給休暇が認められている。年の中途に新たに採用された

職員については，その採用月に応じて下表のとおりの年次有給休暇が認めら

れている。

勤務時間条例

第7条

同条例

同規則

条

条

８

７

第

第

採用された月 4 5
rブ

イ 81 9星』 3 6 9 1O 11 12

休暇の日数 20 17 15 13 1018 12 8
庁

イ 5 3 2

※育児短時間勤務職員，再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職

員については，人事委員会規則で定める日数

ア年次有給休暇の繰越し

年次有給休暇に使用残があるときは， 20日を超えない範囲内の残日数

（日未満の端数がある場合には，時間及び分単位）を翌年に繰り越すこと

ができる。

※前年勤務した日数が全勤務日数の8割未満の場合であっても翌年に繰

り越すことができる。

イ年次有給休暇の総日数

正規職員に付与される年次有給休暇の総日数は，次表のとおりとする。

第8条同規則

1年目

（ ）は4月新採者
勤務年数 3年目以降2年目

2～20

(15)
条例の休暇日数(A) 20 20

前年から繰り越され

る日数の範囲

（前年の(A)) (B)

2～20 20
~~

当該年に使用できる

日数の範囲(A)+(B)

2～20

（15）
22～40 40
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3－2服 務

（注） 1 勤務年数の計算は，暦年単位によることとし，年の中途において採

用された職員の勤務年数については，採用の月を問わず，採用された

年の12月末をもって1年が満了したものとする。

2 (B)欄は，前年に条例の休暇を使用しなかった場合の日数である。

3年次有給休暇の使用順位は(B), (A)の順とされている。

ウ年次有給休暇の付与単位

年次有給休暇は1日・半日 ・ 1時間を単位として付与される。休憩を挟ん

だ前後の年次有給休暇取得のそれぞれを半日とする。従って，休憩の分割付

与を行う学校にあっては， 1日に2回の半日単位の年次有給休暇を与えるこ

とがあり得る。 日に換算する場合は， 7時間45分をもって1日とする。

※年次有給休暇の残日数のすべてを使用する場合のみ，残日数の1時間未

満の端数を使用することができる。

※育児短時間勤務職員，再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

のうち，斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇については， 1日又は1時

間を単位とし，それ以外は1時間を単位として付与される。

勤務時間規則

第6条

(2)病気休暇

病気休暇とは，負傷又は疾病（公務・通勤によるものを除く。）により勤務

することができない職員に与えられる有給の休暇である。

ア期間

必要に応じて1日， 1時間又は1分単位で取得できる。

。私傷病(結核性疾患を除く） 90日以内

・人事委員会規則で定める負傷又は疾病6か月以内 （別表1参照）

（注） 1 期間の計算は休日 ・週休日を含め，継続した日数とする。

2定められた病休日数を超えた場合は，休職となる。

3結核性疾患の場合は， 「健康管理審査会」での審査を経て休職と

なる。

4公務・通勤による負傷又は疾病の場合は特休となる。

5精神疾患， 1か月以上の一般疾病については，復帰後6か月以内

に再発した場合，先の病気休暇の期間に通算する。

別表1

第9条同条例

同規則第1O条

6か月以内の病気休暇が付与される疾患名

1 高血圧性疾患

（1）本態性高血圧

（2）腎性高血圧

（3）心血管性高血圧

（4）内分泌性高血圧

（5）神経性高血圧など

2脳血管疾患

同規則の運用第8
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3－2服 務

(1)脳内出血

（2） くも膜下出血

（3）脳梗塞

（4）一過性脳虚血

（5）高血圧性脳症

3 ~心臓病

(1)冠動脈疾患（冠動脈硬化症，心筋梗塞症を含む。 ）

（2）高血圧性心疾患（心肥大，肥大に係る冠不全，心不全を含む。 ）

（3）後天性弁膜症

（4）先天性弁膜症

4 がん（悪性新生物，悪性腫瘍，悪性潰瘍を含む。 ）

(1)胃がん

（2）腸（直腸）がん

（3）肺がん

（4）皮層がん

（5）前立腺がん

（6）肝臓がん

（7）子宮がん

（8）乳がん

（9）白血病など

5慢性呼吸器疾患

(1)慢性気管支炎

（2）気管支拡張症

（3）喘息

（4）肺気腫

（5）肺線維症

（6）肺化膿症

6糖尿病

合併症対策を含むものとする。

7精神科疾患

本来の精神・神経疾患（①統合失調症②躁うつ病③てんかん

④脳器質性精神障害⑤その他の精神病）のほか下記のものを対象とする。

(1)神経衰弱症

（2）不安神経症

（3）心気症

（4） ヒステリー

（5）強迫神経症

（6）恐怖症など

8交通事故に起因する負傷又は疾病

3－20



3－2服 務

イ手続き

（ｱ） 90日以内の場合の手続きは市町学校管理規則により異なる。

（例金沢市学校管理規則による場合）

6日以内は校長に願い出る。

7日以上は教育長に願い出る。医師の診断書を添付する。

（ｲ） 90日を超えて6か月以内の病気休暇をとる場合は，別表1の該当疾患

名及び必要とされる療養期間を明記した診断書を提出する。

（ｳ）所属長において認定することが困難な事例については，教職員課長が

石川県公立学校教職員健康管理審査会の意見を聴いて認定し，結果を所

属長に通知するので，所属長は診断書等必要な資料を事前に教職員課長

まで提出すること。

ウ給与等の取扱い

病気休暇は有給の休暇であるが，手当等は以下のように取り扱われる。

（ｱ）昇給

2か月間(休日 ・週休日含む）又は,60日間(分散した日数の総計）以

上は昇給が抑制される。＝>給与の昇給の項参照

（ｲ）期末手当

減額しない手当額を支給する。

（ｳ）勤勉手当

病気休暇の期間から週休日並びに祝日法による休日等及び年末年始の

休日等を除いた日が30日を超える場合には，その勤務しなかった全期間

を期間率の期間から除算する。＝>勤勉手当の項参照

（工）通勤手当・管理職手当

月の全日勤務がない場合支給しない。

（ｵ）特勤手当

勤務しなかった全期間支給しない。

（力）特学調整額

代替職員(講師等)の任用開始日から支給しない。

代替職員なしの場合は支給する。ただし，夏期休業期間等長期休業中

にあっては，代替職員の有無にかかわらず支給しない。

市町学校管理規

則

■■■

ILMWz鯵ば侃mlIZ
、代噌／エ代替について2兎」

1紬繩#踊り±』参参錦暇の-日数にま一り非常勤講自
一一一・

而が配置される。

拳校--l十日以士学校●写)＝6学級以下で;~緬叩こが教頭のみこの小

（ｲ）その他の小学校と-中学

オ復職について

校－－－-一・一一一-一一二25一目-珪土、

手続きは市町学校管理規則により異なる。

病休と休職

負傷又は疾病により勤務できない期間が長引くと判断される時には，次

のような順序で休暇等を取得するのが一般的である。

年休→病休→休職→復職（又は退職）

力
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(3)特別休暇

特別休暇とはあらかじめ条例，規則等で定められた特定の事由（別表1）

に本人又はその家族の状況が該当する場合，所定の手続きを経て付与される

有給の休暇である。 日数計算にあたっては，その期間のうちにある週休日

（妊娠障害休暇，結婚休暇の場合は除く。）及び休日が含まれる。

ア手続き

市町学校管理規則に基づいて行う。

（別表1）

勤務時間条例

第10条

同規則第9条

市町学校管理規

則

備 考種 類 期 単 位間

公民権行使 条例10-1 その都度必要と認める

期間

必要に応じ1日，

1時間又は1分

公務通勤疾病負傷 条例10-2 その都度必要と認める

期間

必要に応じ1日，

1時間又は1分

産前産後の休養

（産前産後休暇）

条例10-3 産前8週間(多胎14週）

産後8週間以内

出産日は産前に含む

医師の診断書添付

1日

条例10-4 その都度必要と認める

期間

生理休暇 必要に応じ1日，

1時間又は1分

親族の死亡※

（忌引休暇）

条例10-5 別表2参照 遠隔地に赴く場合

往復日数加算

死亡，通夜，葬儀の日いず

れかを起算日とする

1日

感染症による交通

制限・遮断

その都度必要と認める

期間

条例10-6 必要に応じ1日，

1時間又は1分

非常災害交通遮断 条例10-7 その都度必要と認める

期間

必要に応じ1日，

1時間又は1分

非常災害住居滅失

破壊

条例10-8 その都度必要と認める

期間

必要に応じ1日，

1時間又は1分

その都度必要と認める

期間

裁判員，証人，鑑

定人等として出頭

妊婦の通勤緩和

（通勤緩和休暇）

条例10-9 必要Iq芯じ1日，

1時間又は1分

勤務の初め又は終わりに

つき1日を通じて1時間

を超えない時間

1時間又は1分 医師の指導事項が必要規則11-1

lか月は28日として計算(~妊娠6か月） 4週間につき1日

(7～9か月） 2週間につき1日

(10か月～分娩) 1週間につき1日

(分娩～産後1年まで） 1日

妊娠中又は産後

保健指導健康診査

（通院休暇）

規則11－2 1日

妊娠障害

(妊娠障害休暇）

14日以内

（週休日除く）

引き続き7日以上は診断

書切迫流産含む

規則11-3 1日又は1時間
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男性職員取得可

保育所への送迎など生児の

ための一般的な世話を含む

1日2回各45分以内 1分規則11-4生児の授乳等※

（生後1年9か月

に達しない子を育

てるための授乳等）

（育児時間）

※｢結婚の日」とは社会的に

結婚したと認められる日。

｢結婚の日」とし得る日が複

数ある場合，職員が選択で

きる。

7日 （週休日除く）

［取得時期］

結婚の5日前から結婚後

1か月 （職務遂行上取得

困難と所属長が認めれば

6か月以内）

規則11-5婚姻

（結婚休暇）

1日

1日又は1時間配偶者の出産

（出産補助休暇）

規則11-6 3日

［取得時期］入院から出

産日後2週間まで

配偶者の産前産後期間中

に当該出産に係る子又は

小学校就学の始期に達す

るまでの子の養育。

1日又は1時間育児参加休暇※ 規則11-7 5日

［取得時期］

産前8週間（多胎14

週）から産後8週間以内

中学校就学の始期に達する

までとは，満12歳に達す

る日以後の3月31日ま

で。

中学校就学の始期に達する

までの子に予防接種や健康

診断を受診させるための付

き添いを含む。一時的に住

所を異にする単身赴任など

の場合でも取得可。配偶者

には事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。

5日 （暦年）

中学校就学の始期に達す

るまでの子が2人以上の

場合は10日

（うち5日を超える日数

については当該子の看護

の場合に限る）

1日，半日又は

1時間

残日数のすべて

を使用する場合

のみ，残日数の

1時間未満の端

数を使用するこ

とができる

家族の看護休暇※

（配偶者， 1親等

の親族及び2親等

の親族の看護）

規則11－8

要介護状態にある家族の介

護その他の世話

要介護者の範囲は介護休暇

と同じ

「要介護者の状態等申出

書」の提出が必要

短期介護休暇 1日又は1時間5日 （暦年）

当該要介護者が2人以上

の場合は10日

規則11-9
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3－2服 務

配偶者，父母子の

祭日

規則ll-10 養子縁組をした養父母も対

象

遠隔地に赴く場合~

往復日数加算

※祭日とはいわゆる法事

1日 1日

日への換算，残日数に端数

が生じた場合の取扱いは，

年休の取扱いに準ずる

夏期元気回復 規則ll-ll 1日又は半日5日

［取得時期］

7/l～9/30の間

交通機関の事故等

出勤困難

その都度必要と認める

期間

規貝llll-12 必要に応じ1日，

1時間又は1分

非常災害時の退勤

途上危険回避

その都度必要と認める

期間

規則ll－l3 必要に応じ1日，

1時間又は1分

その都度必要と認める

期間

配偶者父母子兄弟姉妹への

提供除く

骨髄液の提供等に

伴う検査・入院等

（ドナー休暇）※

規則11-14 必要口芯じ1日，

1時間又は1分

自発的かつ無報酬規則11-15 5日 （暦年) 1日又は1時間所属長の承認と活動計画

で社会に貢献する （写）

活動 専ら親族に対する支援とな

（ボランティア休暇） る活動を除く活動は下記に

該当する場合

イ地震，暴風雨，噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関

連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ身体障害者療護施設，特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者

又は負傷し，若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって

人事委員会が定めるものにおける活動

ハイ’ ロに掲げる活動のほか，身体上若しくは精神上の障害，負傷又は疾病により常態として日常生

活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

ニその他国，地方公共団体，地縁に基づいて形成された団体又は公共的団体が行う地域における環境

の整備， スポーツの振興又は文化の振興等に関する事業に対して行う奉仕活動で，任命権者が人事委

員会と協議して定めるもの

1日又は1時間

＊条例とは「石川県学校職員の勤務時間，休日及び休暇等に関する条例第10条」 ，規則とは「石

川県職員及び石川県学校職員の勤務時間，休日及び休暇等に関する規則第11条」をいう。

※忌引休暇，育児時間，育児参加休暇，家族の看護休暇， ドナー休暇における子の範囲は特別養

子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子を含む。
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別表2親族が死亡した場合

配偶者が死亡した場合①

血族1親等の直系尊属が死亡した場合（父母）②

血族1親等の直系卑属が死亡した場合（子）③

血族2親等の直系尊属が死亡した場合（祖父母）④

血族2親等の傍系者が死亡した場合（兄弟姉妹）⑤

血族2親等の直系卑属が死亡した場合（孫）⑥

血族3親等の傍系尊属が死亡した場合（伯叔父母）⑦

姻族l親等の直系尊属が死亡した場合（配偶者の父母，父母の配偶者）⑧

姻族1親等の直系卑属が死亡した場合（配偶者の子，子の配偶者）⑨

姻族2親等の直系尊属が死亡した場合（配偶者の祖父母，祖父母の配偶者）⑩

姻族2親等の傍系者が死亡した場合（配偶者の兄弟姉妹，兄弟姉妹の配偶者）⑪

姻族3親等の傍系尊属が死亡した場合（配偶者の伯叔父母，伯叔父母の配偶者）⑫

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

０

７

５

３

３

１

１

３

１

１

１

１

１

備考

親族が死亡した場合，職員と生計を一にする姻族は血族に，いわゆる代襄相続の場合におい

て祭具等の継承を受けた者は1親等の直系血族に，届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者は配偶者にそれぞれ準ずるものとする。

親族の図

曽祖父母曽祖父母

〆 、

④祖父母

3日

L ノ

⑩配偶者の

祖父母1日

⑩祖父母の

配偶者1日

⑧父母の

配偶者

3日

⑫配偶者の

叔父叔母

1日

⑫叔父叔母の

配偶者

1日

〆 、〆

ｆ

、

梢

⑦

L

⑧配偶者の

父母3日

②父母

7日

叔父叔母

1日

一配偶者

L ノノ

〆 、
〆

⑪配偶者の

兄弟姉妹

1日

⑪兄弟姉妹の

配偶者

1日

①配偶者

10日

⑤兄弟姉妹

3日
本人 ＝配偶者

L ノ

L

〆 、

③子

5日

⑨子の

配偶者

1日

⑨配偶者

の子

1日
、 ノ

〆 ’ 、

⑥孫

" 1日 ノ

□配偶者 は姻族を示す曽孫
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3－2服 務

(4)介護休暇

介護休暇とは，職員が，負傷，疾病又は老齢により2週間以上日常生活を営

むのに支障がある者で，次に掲げる者(以下「要介護者」 という）を介護する

場合に取得できる休暇である。

ア要介護者の範囲

（ｱ）配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む）

（ｲ） 1親等の親族

（ｳ） 2親等の親族（祖父母，孫及び兄弟姉妹以外は同居している者）

（工）配偶者の父母の配偶者であって職員と同居している者

勤務時間条例

第11条

同規則第13条

配偶者祖父母 祖父母

※□は同居が条件

’配偶者配偶者 父母父母

配偶者 兄弟姉妹 本人 配偶者 兄弟姉妹

配偶者 ヱ
！ 子

配偶者 孫 孫

イ介護休暇の期間

要介護者ごとに，介護を必要とする一の継続する状態について， 3回を超

えず，通算する6月の期間内で必要と認められる期間とする。

ウ取得の単位

1日又は1時間単位とし， 1時間単位で取得する場合は， 1日に付き4時

間以内とし，勤務時間の開始又は終了時刻に連続する時間であること。

※1時間を単位とする休暇の時間帯については，別段の定めにより，休憩

時間の開始又は終了時刻に連続した時間帯も取得することができる。

エ給与上の扱い

（ｱ）給料及び給料の調整額

祝日法の休日等及び年末年始の休日を除き，勤務しない1時間につき，

1時間あたりの給与額（※1）を減額する。なお， 月の全日を勤務しない

場合，又は給料を減額した結果，支給額がマイナスになる場合においては，

給料及び給料の調整額は支給しない。

※1 1時間あたりの給与額＝

同条例第11条2

給与条例

第16条

(給料月額十月額で支払われる手当）×12

1週間あたりの勤務時間×52-人事委員会規則で定める時間

※2休暇取得により無給又は給与が減額された場合，共済組合から

休業手当金（給料日額の40％×1.25,上限あり）が給付される。
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(什一昇給

一昇給↓こつﾔ奇 のと~見窪皇では丁弓復職時にｺﾌ玄"

雪,蕊
し 給写規則

(部分体業＠場食は影響｣－－なし立一で号給を調整丈亙こと姓亘さ_乙旦

(ｳ）期末手当

減額しない手当額を支給する。

(工）勤勉手当

介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から，週休日並びに祝日

法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には，

その勤務しなかった全期間を期間率から除算する。

(ｵ）退職手当

介護休暇期間については，除算しないで全期間支給する。

(力）その他

その他の手当の取扱いについては，以下の表を参照のこと。

備 考手 当 取扱

月の全日勤務がない場合は支給しない管理職手当

月の全日勤務がない場合は支給しない通勤手当

初任給調整手当

減
額
し
な
い

扶養手当

住居手当

単身赴任手当

特地勤務手当

寒冷地手当

義務教育等教員特別手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

支
給
し
な
い

休日勤務手当

夜間勤務手当 実績がある場合は支給する

宿日直手当

管理職特別勤務手当

災害派遣手当
~

オ 休暇の手続き

(ｱ）職員は，介護休暇の承認を受けようとするときは，あらかじめ介護休暇

承認請求書により請求しなければならない。

職員から介護休暇の承認請求があった場合において， 当該請求に係る期

間のうちに当該請求のあった日から起算して1週間を経過する日 （1週

間経過日）後の期間が含まれているときにおける当該期間については，

所属長は， 1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができ

介護休暇の取扱い

について

(H17.4.1県教委）
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るものとする。なお，所属長は1週間経過日以前の期間のみにかかる承

認を決定したときは，介護休暇承認請求書の備考欄にその旨を記入する

とともに，別途1週間経過日後の期間を「請求の期間」欄に記入し， 当

該期間にかかる承認の可否の決定について記入するものとする。

(ｲ）提出書類

a 介護休暇承認請求書

b 診断書

c 住民票の記載事項証明（市町長の証明）

(ｳ）介護休暇の再度申請について

一の介護休暇等が終了した後，同一の要介護者，要看護者（以下「要介

護者等」 という）について，同一種類に属する事由により再度の介護休

暇等の申請がなされた場合で，次のいずれにも該当する場合は， 当該要

介護者等に関する「一の継続する状態」は中断されたものと推定する。

a 要介護者等に係る医師の治癒又は回復証明があること。

ただし， 同一の要介護者等に係る再度の申請が，前回の介護休暇等の

終了日 （同一の要介護者について，介護休暇の取得者がほかにいる場合

は， その者の取得期間を含めた介護休暇等の終了日）から1年以上を経

過してなされる場合は，医師の治癒又は回復証明は，特に求めないもの

とする。

b再度の介護休暇等の申請が，前回の介護休暇等の終了日 （上記証明書

に記載された要介護者等の回復，又は治癒の日が上記終了日より遅い場

合は当該期日）からlか月以上を経過してなされること。

代替措置

(ｱ）代替措置対象職員

教育職員（事務職員・栄養職員も含む）

力

ノ ノ 【
．冬／､ ‐／

／

fひ学級域千丁一級外が教頭のみの＝

(ｲ）代替期間

介護休暇の日数が引き続き25日以上

小学校に今いエニは-型-日参{こけ にわたる場合には，代替講師を派遣する（校

長の申請)。

キ出勤簿の取扱い

出勤簿は「介休」 と記入する。

(5)介護時間

介護時間とは，負傷疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営

むのに支障がある者で，次に掲げる者(以下「要介護者」 という）を介護する

場合に取得できる。

ア要介護者の範囲

介護休暇と同じ

イ介護休暇の期間

要介護者ごとに，介護を必要とする一の継続する状態について，連続す

る3年の期間（当該要介護者に係る介護休暇における「指定期間」 と重複

勤務時間条例

第11条2

同規則

第13条の2
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する期間を除く。 ）内において， 1日につき 2時間（育児部分休業の承認を

当該2時間から当該部分休業受けて勤務しない時間がある日については，

の承認を受けて勤務しなし ､時間を減じた時間）の範囲内で必要と認められ

る時間とする。

ウ取得の単位

30分単位とし，勤務時間の開始又は終了時刻に連続する時間であること

エ給与上の扱い

育児部分休業と同I一

休

職

オ 暇の手続き

員は，介護休暇の承認を受けようとするときは，あらかじめ介護時間承

認請求書によ り請求しなければならない

/~

撫臨
講師等の休暇(6)

ア ｡雌
（

ノ榊域や妙~、

臨時的任用講師 吟臨時的任用講師等

の年次休暇の取扱

いについて

R2.4. 1－部改正

※欠員・休職・産休~ ・体育実技補助等

(ｱ）通年講師（通年（4月1日から3月

れる臨時的任用講師（臨時的任用事務

)）

年次有給休暇

付与日数は正規職員に準ずる。

特別休暇

特別休暇の種類，付与日数は］

その他

介護休暇，特別養子縁組休暇｜

非通年講師（通年以外を予定し‐

付与日数は正規職員に準ずる。

む

ａ

〆

く¥一
&．ご
〆

ヴ

(7)伺噸II""

公鍾恥辨
b特別休暇 ’4

,b""If
特別休暇の種類，付与日数は正規職員に準ずる。

K)"I僻陞c その他

介護休暇，特別養子縁組休暇については，別途定める。 ′

(ｲ）非通年講師（通年以外を予定して任用される臨時的任用講師（臨時的

任用事務職員，栄養職員，養護助教諭を含む)）

a 年次有給休暇

(a)暦年方式ではなく任用期間の月数に応じて付与する。

※任用月数: 1月未満の端数は1月とする。

【月の途中での採用，終了の場合の例】

9/20 2/20 2/25

鴎郡qｨ岬稲のf「函1
bfz/､l梅､"I"-),f-L

砲.4J"gZE_

トー－ 1月訓5月

任用月数（月）

休暇日数（日）

１
’
２

３
’
５

刈坐

ワＩ

９
｜
妬

哩

加

２
’
３

６
’
四

加
一
Ⅳ

11

~18
５
’
８

７
｜
吃

８
｜
咽

(b)非通年講師としての任用期間が終了し，その翌日から引き続き非通

年講師として再度任用された場合の任用期間は，更新前の任用期間

を通算した期間とする。

(c)更新後の任用期間に係るその者の年次有給休暇の日数は， その者の

更新前の任用月数に応じて与えられた日数を差し引いた日数とす
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3－2服 務

る。

(d)更新前の任用月数に応じて与えられた日数に未使用の日数がある

場合には，その日数を更新後に使用できる。

(e)石川県教育委員会に任命された正規の教職員及び再任用教職員が任

用期間終了後， 引き続き非通年講師として任用された場合，直前の

正規の教職員及び再任用教職員としての任用時における年次休暇の

残日数を20日を限度として繰り越すものとする。

(f)石川県教育委員会に任命された非通年講師が任用期間終了後, 1日

空けて再度非通年講師に任用又は石川県教育委員会に正規の教職員

として採用された場合， 直前の任用時における年次休暇の残日数を

20日を限度として繰り越すものとする。

b その他

病気休暇，特別休暇，介護休暇，特別養子縁組休暇については，別

途定める。

※任用期間によって休暇の種類，取得日数が異なるので，その都度

市町教委に確認する。 ~

イ非常勤講師(時間給)~糊犀“纐繩:喝門雑

※一癒休書奔休一長姻研鯵等"補充蝋獺鰯鰯，厩（ｱ）年次有給休暇
矧胤即位祠+輯Lいう豫迩“,"c)Z1

a 年次有給休暇日数 ご'>fぅ加曇輪'21'j

県立学校に勤務す

る非常勤講師の身

分取扱要項

第6条

☆市町立学校非常

勤講師にも準用さ

れる。

週勤務日数が2日又は1日の非常勤講師については2か月間継続勤

務し，全勤務日の8割以上の勤務を要する。

週勤務日が3日以上の非常勤講師が2月間継続勤務し，全勤務日の8

割以上勤務した場合，継続勤務月数2月ごとに加算(通算6月を限度)さ

れる。

付与単位は基本的に1日とする。ただし，職務に支障がないと認め

るときは時間単位も可。

、_勤務実績
週勤務日数

任用時 6月3月 4月 5月2月

1日以上 2日2日 2日 2日2日

一

E1 3日2日 2日 2日 2日2日

Ｆ
γ
》
”
礼
胎

5日2日 4日 4日3日 1日 2日

7日3日 5日 5日4日 1日 3日

10日2日 4日 4日 7日 7日5日

－
９
－

■

’の且榊加納瘤ﾂ系永9日勅
ｒ
－
ｌ
痢
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岬
Ａ
ｕ

9日～噸ねB蚊s) LP同貼職ﾄ1＃し７
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3－2服 務

【例】週勤務日数5日以上の場合

4/1任用 6/1 8/1 10/1 2/1 3/24退職12/1

’

2日 2日 3日 3日 加算 加算

付与 加算 加算 加算 なし なし

b 1日分への換算方法

非常勤講師が時間単位で年次有給休暇を取得した場合の1日分の年

次有給休暇に相当する時間は，実際に担当する一週間の授業の時間数

を週の所定勤務日数で除して得た時間とする。端数が生じた場合は，

時間単位に切り上げて適用する。

【例】月曜日2時間，水曜日3時間，金曜日1時間，計週3日6時間の場合

（2時間十3時間十1時間）÷週3日＝2時間

この例では，時間単位で2時間の年次有給休暇を取得することによ

り， 1日分の年次有給休暇を取得したことになる。ただし、水曜日

（3時間勤務）に1日単位で年次有給休暇を取得した場合には, 1日

分の年次有給休暇を取得したことになり， 3時間(1.5日分）の年次有

給休暇を取得したことになるわけではない。

（ｲ）有給の特別休暇

県立学校に勤務す

る非常勤講師が時

間単位年休を取得

した場合の1日分

への換算方法につ

いて

備 考種 類 期 間 県立学校に勤務す

る非常勤講師の身

分取扱要項

第7条

91泉易3

親族の死亡 別表1参照 遠隔地に赴く場合

往復日数加算

公民権行使 遠隔地に赴く場合

往復日数加算

必要と認められる期間

感染症による交通制限。遮

断

必要と認められる期間

非常災害交通遮断 必要と認められる期間
交通機関の事故等出勤困難必要と認められる期間

非常災害時の退勤途上危険

回避

必要と認められる期間

婚姻 連続5日の範囲内の期間

(ｳ）無給の特別休暇

種 類

妊婦の通勤緩和

期 間

必要と認められる期間

備 考

妊娠中又は産後

保健指導健康診査

必要と認められる期間

妊娠障害 必要と認められる期間

産前産後 産前6週間(多胎14週）

産後8週間以内
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3－2服 務

1日2回各30分以内生児の授乳等

（生後1年に達しない子を

育てる女性の非常勤講師）

必要と認められる期間

必要と認められる期間

生理休暇

公務上の疾病負傷

※祭日とはいわゆ

る法事

父母の祭日 1日

別表1 親族が死亡した場合

｜配偶者が死亡した場合 5日

血族1親等又は生計を一にする姻族1親等の親族が死亡した場合 4日

生計を異にする姻族l親等の親族のうち

・父母の配偶者が死亡した場合

・配偶者の父母が死亡した場合

・配偶者の子又は子の配偶者が死亡した場合

日

日

日

２

３

１

血族2親等又は生計を一にする姻族2親等の親族のうち

・祖父母又は兄弟姉妹が死亡した場合

・孫が死亡した場合

・祖父母の配偶者，配偶者の祖父母，兄弟姉妹の配偶者又は配偶

者の兄弟姉妹が死亡した場合

血族のおじ・おば，又は生計を一にする，血族のおじ・おばc

偶者もしくは配偶者の血族のおじ・おばが死亡した場合

2日

1日

2日

融銅な~ 〔”吟じ)1
／
〔’1

ウ任期付職員

※育児休業を取得する教職員の代替の教職員

（ｱ）年次有給休暇

付与日数は正規職員に準ずる。

（ｲ）特別休暇

特別休暇の種類，付与日数は正規職員に準ずる。

（ｳ）育児休業・育児短時間勤務

取得できない。 （ただし，育児部分休業は取得可能｡）

エ再任用短時間職員

（ｱ）年次有給休暇

定年退職時の残日数が引き継がれる。ただし，週当たりの勤務日数によ

り，以下のようになる。

臨時的任用講師の

年次休暇の取扱い

について

県職員等の育児休

業等に関する条例

第2条第1号，第

10条第1号及び第

22条

【年休1日単位への換算時間】

○週3日勤務者 6時間27分

○週4日勤務者4時間50分

○週5日勤務者3時間53分
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a 残日数の引き継ぎの例（今年取得可能な年休の時間）

例34日2時間15分の場合（日数のみ換算，時間はそのまま）

○週3日勤務者 6時間27分×34＋2時間15分

○週4日勤務者 4時間50分×34+2時間15分

○週5日勤務者 3時間53分×34＋2時間15分

b 年休取得時の換算例

例週3日勤務者が7:45勤務日に1日年休を取った場合

－1日 （6：27） ＋1時間18分の取得

例週4日勤務者が7:45勤務日に1日年休を取った場合

二1日 （4：50）＋2時間55分の取得

例週5日勤務者が3：53勤務日に1日年休を取った場合

＝1日 （3：53）

c 年休の付与単位

1日又は半日※又は時間（※半日単位は7時間45分勤務日のみ）

． 翌年への年休の繰越しについて

(a)1月1日付与日数（今年の勤務に対して与えられる日数）

週3日勤務： 12日

週4日勤務: 16日

週5日勤務： 20日

(b)1月1日繰越し日数

週3日勤務：初年度20日 次年度以降12日

週4日勤務：初年度20日 次年度以降16日

週5日勤務：初年度20日 次年度以降20日

(ｲ）特別休暇

a 付与日数は正規職員に準ずる。ただし， 1日単位への換算時間は3時

間52分。 3時間52分以上の取得は，すべて1日とカウントする。

． 1日特休を取得した場合は， 7時間45分勤務日であっても3時間52分

30秒勤務日であっても1日とカウントする。 （どちらも3時間52分以上

のため）

b異なる日に時間体を取得した場合は，換算が必要である。

例 2日間にわたり3時間と1時間を取得した場合

合計4時間のため， 1日 （3時間52分） と8分の取得となる。

※端数の時間や分は使用可能

c 夏期休暇（元気回復）については，年休と同様とする。

例週3日勤務者が， 7時間45分勤務日に「1日夏期休暇」を取得した

場合

1日 （6時間27分） と1時間18分取得と計算
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3－2 ~服 務

3体業

l)育児休業

育児休業は， 3歳に満たない子を養育する職員の継続的な勤務を促進し，職

員の福祉を増進するとともに，業務の円滑な運営を助けることを目的に制定さ

れたものである。配偶者が育児休業をしている場合や，常態として子を養育で

きる場合にも，育児休業を取得することができる。

※特別養子縁組の監護期間中の子，養子縁組里親に委託されている子及び養育

里親（親等の意に反するため，養子縁組里親として委託できない場合に限る｡）

に委託されている子を含む。

ア対象となる職員

（

育休法第1条

同法 第2条

同条例第2条
・校長

･教頭

・指導教諭

・養護教諭

･学校事務職員

･非常勤職員(※）

･副校長

･主幹教諭

･教諭

･栄養教諭

･学校栄養職員

･臨時的に任用される職員

育児休業を

とることが

できる職員

・ 1年以内に任期が満了する職員及び

定年により退職する職員

･定年後勤務を延長した職員

･任期付職員

一

育児休業を

とることが

できない職員

～卜鴦
I辱酔捕静/＄
/職正‘ ‘なへ(織陶葬れ~）

研阜併擬Lnじ-<

取水吟咳.軌道で之=クマ心．

／
| 1 L-/)'』 ‘ .',ﾂ、ニーミ

※育児休業の対象となる非常勤職員とは，次のいずれにも該当する
／

職員をいう。

．引き続き在職した期間が1年以上である者竺‐

・子が1歳6か月に達する日までの間に任期が満了すること及

び当該職に引き続き任用されないことが明らかでない者

・ 1週間の勤務日が3日以上である者又は1年間の勤務日が

121日以上である者

イ期間

男性職員は子の出生の日から，女性職員は産後8週間の特別休暇後から，

子が3歳に達する日 （3歳の誕生日の前日）の間で，職員が希望する期間。

（ただし，非常勤職員は子が1歳に達する日まで（要件を満たす場合には

2歳に達する日まで）を限度とする継続した期間で取得できる。 ）

期間内において，下記の場合「再度の育児休業」 「期間の延長」ができ

る。

（ｱ）再度の育児休業（復職後の再度育児休業する場合）

育児休業は原則1回に限られるが，特別な事情がある場合には，再度

の育児休業を請求することができる。

同法 第2，3条
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3－2服 務

勤務 満3歳育児休業産前産後休暇

’／~、

’ 再度の育児休業（

＜再度の育児休業をすることができる特別の事情＞

・配偶者の入院

・配偶者と別居

・保育所等における保育の利用を希望し， 申込みを行っているが， 当面

その実施が行われないとき

・育児休業の終了時に，予測することができなかった事実が生じ，再度

の育児休業をしなければ子の養育に著しい支障が生じるとき

・育児休業終了から3月以上の期間を経過後，再度の育児休業をするとき

・産後8週間の期間内に最初の育児休業をした男性の職員が，再度の育

児休業をするとき

(ｲ）育児休業中の職員が育児休業期間を延長する場合

育児休業の期間は, 1回に限り延長できるが，特別な事情がある場合

には，再度の延長ができる。

産前産後休暇 育児休業 1回目の延長（無条件） 3歳

育休条例第3条

同法 第3条

~

／、／~、／~、
一
一 一

再度の延長（特別の事情）’

同条例第4条＜再度の延長ができる特別の事情＞

・配偶者の入院

・配偶者と別居

・保育所等における保育の利用を希望し， 申込みを行っているが， 当面

その実施が行われないとき

・その他予測できなかった事実が生じたことにより，再度の延長をしな

ければ子の養育に著しい支障が生じるとき

手続き

(ｱ）提出書類

a 育児休業承認請求書（本人→校長→教育長）

b 育児休業等計画書

配偶者と共に子を養育するために配偶者の育児休業等に引き続き，

再度の育児短時間勤務をする予定がある場合には，育児休業等計画書

もあわせて提出する。

ウ

同規則第3，4条
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（ｲ）養育状況変更時の提出書類

a 育児休業をとる必要がなくなったとき→「養育状況変更届」

b産前休暇を取得したとき→「育児休業職員の産休等報告書」

c 職務に復帰するとき→「育児休業職員の職務復帰報告書」

エ給与の取扱い

（ｱ）給与 支給されない（ただし，子が1歳に達する日までは，共

済組合より育児休業手当金が給付される）

（ｲ）期末手当 l/2の期間を除算される

（ｳ）勤勉手当 全期間除算される

※基準日に育児休業をしている職員のうち基準日以前の6か月以内

の期間において勤務した期間がある職員には期末手当・勤勉手当を支

給する

（工）復職時調整育児休業中も100分の100以下の換算率により,換算し

て得た期間を勤務したものとみなして号給を調整するこ

とができる（平成19年8月1日前の期間についてはl/2)

（ｵ）退職手当 在職期間から育児休業期間を下記のとおり除算される

a l歳までの期間 l/3除算

b 1歳を越える期間 l/2除算

オ出勤簿の取扱い

「育休」 と記載する。

力代替職員

職員の配置換えその他の方法によって，当該請求をした職員の業務を処

理することが困難であると認められるときは，代替職員が配置される。

育児短時間勤務

育児短時間勤務は，小学校就学前の子を有する職員に対し，任命権者の承認

受け,常時勤務を有する職を占めたまま,短時間の勤務ができる制度である。

育休規貝ll 第5条

育休法 第4条

給与規則第66条

同規則第70条

育休条例第7条

同条例第8条

同条例第9条

育休法第6条

(2)

同法 第10条

を受け,常時勤務を有する職を占めたまま,短時間の勤務ができる制度である。

※特別養子縁組の監護期間中の子，養子縁組里親に委託されている子及び養

育里親（親等の意に反するため，養子縁組里親として委託できない場合に限

る｡）に委託されている子を含む。

ア対象となる職員

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員。ただし，以下の職員

は短時間勤務をすることができない。

（ｱ）非常勤職員

（ｲ）臨時的に任用される職員

（ｳ）定年の特例により勤務を延長している職員

（ｴ）任期付職員

イ期間

1月以上1年以下の期間を限度とする期間で取得でき， 1月以上であれば

日単位での取得も可能である。育児短時間勤務中であれば延長することがで

きる。なお，育児短時間勤務の終了後，特別な事情を除き， 1年を経過する

同条例第10条
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までは再度の育児短時間勤務をすることができない。

ウ勤務の形態

（ｱ） 1日当たり3時間55分（週19時間35分）勤務

（ｲ） 1日当たり4時間55分（週24時間35分）勤務

（ｳ）週3日 （7時間45分×3日で週23時間15分）勤務

（ｴ）週2日半（7時間45分×2日， 3時間55分×1日で週19時間25分）

勤務

※ （ｳ)， （ｴ)に関して，土日以外の勤務しない日は週休日とする

エ手続き

（ｱ）育児短時間勤務承認請求書

育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は， 2週間前までに育児短

時間勤務をしようとする期間（1月以上1年以下の期間)の初日及び末日，

希望する勤務の形態，時間帯を明らかにし，任命権者に対して請求する。

（ｲ）育児休業等計画書

育児休業と同じ

オ給与の取扱い

勤務時間に応じ給与を減額する。

力出勤簿の取扱い

「育短時間」 と記載する。

キ代替職員

育児短時間勤務を請求した職員の業務を処理するため必要があると認め

るときは，非常勤職員が任用される。

(3)部分休業

部分休業は，職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため，市

町教育委員会の承認を受け， 1日の勤務時間の一部について休業することがで

きる制度である。

※特別養子縁組の監護期間中の子，養子縁組里親に委託されている子及び養

育里親（親等の意に反するため，養子縁組里親として委託できない場合に限

る｡）に委託されている子を含む。

ア対象となる職員

育休条例

第12条

同条例第13条

同規則第11条

同条例第17条

第18条同法

第19条同法

･校長 ・副校長 ・教頭

･主幹教諭 ・指導教諭 ・教諭

･養護教諭 ・栄養教諭 ・学校事務職員

･学校栄養職員 ・臨時的に任用される職員

･任期付職員

' 1年以内に任期が満了する職員及び定年により退

職する職員 ・定年後勤務を延長した職員

部分休業をするこ

とができる職員

部分休業をするこ

とができない職員

育休条例第22条
･非常勤職員
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イ期間

子が小学校就学の始期に達する日までを限度とする。勤務時間の始め又は

終わりにおいて， 1日2時間（労基法第67条の規定による育児時間を承認

されている職員は， 2時間からその育児時間を減じた時間）以内で30分単

位で取得できる。

I育児時間（45分×2 ）＋部分休業＝最高2時間まで

ウ手続き

提出書類

（ｱ）部分休業承認請求書（本人→校長→教育長）

（ｲ）住民票の記載事項証明書（市町村長の証明）

エ給与の取扱い

（ｱ）給 与 1時間単位で給与を減額して支給される

（ｲ）期末手当 除算されない
／-、／うり

（ｳ）勤勉手当 部分休業した日の累計ｶﾐWを超える場合は,その勤
務しなかった期間が除算される

（工）昇 給 影響しない

（ｵ）その他の手当減額されない

オ出勤簿の取扱い

「部分休業」 と記入する。

力代替職員

配置されない。

(4)修学部分休業制度

修学部分休業は，公務の運営に支障がなく，かつ，職員の公務に関する能力

の上に資するとして任命権者の承認を受け， 1週間の勤務時間の一部について

勤務せず修学する制度である。個人の趣味に関するものや，転職を前提とする

ものは対象とならない。

修学の対象となるのは，学校教育法に定める次の教育施設である。

・ 大学（大学院を含む） ・ 短期大学 ・ 高等専門学校

・ 専修学校 ・ 各種学校

ア期間

2年を上限として， 1週間の勤務時間の2分の1を超えない範囲で， 5分

単位で取得できる。

イ手続き

申請は，期間全体についてあらかじめ行い，修学部分休業の始まる日の2

週間前までに「修学部分休業承認申請書」により申請し，学校長を経由して

市町教育委員会の承認を受けるものであること。

ウ給与の取扱い

取得した時間に応じ次の給与を減額

（ｱ）給 料 調整額及び教職員調整額を含む，管理職手当，地域手当

育休規則第15条

同条例第24条

給与規則第70条

地方公務員法

第26条の2

修学休業条例

第2条

同条例第18条
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（ｲ）期末手当 期間率：在職期間一取得期間のl/2

（ｳ）勤勉手当 期間率：勤務期間一取得期間の全期間

（ｴ）通勤手当 交通機関利用者で1月の平均通勤所要回数が10回未満の

場合は規定額の半額

(5) 自己啓発等休業制度

自己啓発等休業は，公務の運営に支障がなく，かつ，職員の公務に関する能

力の向上に資するとして任命権者の承認を受け，職員の自発的な大学等の課程

の履修又は国際貢献活動を可能とする制度であり，大学等の教育施設での修学

又は青年海外協力隊等国際貢献活動に対して認められるものである。

ア対象となる職員

勤務成績が良好な在職2年以上の職員であり，原則定年退職前5年以内で

ないこと。

イ休業期間

大学等の教育施設での修学にあっては2年以内（大学院の課程で修業年限

2年を超える場合は3年以内)，国際貢献活動にあっては3年以内である。

ウ手続き

申請は，期間全体についてあらかじめ行い， 自己啓発等休業の始まる日の

1か月前までに「自己啓発等休業承認申請書」により申請し，学校長，市町

教育委員会，教育事務所及び石川県教育委員会事務局教職員課長を経由して，

石川県教育委員会の承認を受けること。

エ延長について

延長は原則一回に限りすることができ，延長期間は当初の休業期間と合計

し,イの休業期間を超えないことする。

オ給与の取扱い

給料は，取得期間中は無給である。期末勤勉手当については，基準日に休

業の場合は支給されないが，基準日に勤務している場合は以下のとおりとな

る。

期末手当 期間率：在職期間一取得期間のl/2

勤勉手当 期間率：勤務期間一取得期間の全期間

力復職時の給与調整

（ｱ）特に有益と認められる大学等課程の履修の期間及び国際貢献活動の場合

当該期間を100/100以下で換算し，号級調整をする。

（ｲ）その他の場合

当該期間を50/100以下で換算し，号級調整をする。

(6)高齢者部分休業制度

高齢者部分休業は，公務の運営に支障がなく，かつ，地域ボランティア活動

への従事など地域貢献又は加齢による諸事情への対応等として， 1週間の勤務

時間の一部について勤務しない制度である。

ア対象者

定年退職日から5年以内の職員

地方公務員法

第26条の5

修学休業条例

第4，5，6条

同条例第7条

地方公務員法

第26条の5 3

地方公務員法

第26条の3

修学休業条例第2条
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イ対象期間

定年退職日から5年以内で， 1週間の勤務時間の2分の1を超えない範囲

で5分単位で取得できる。また，勤務しない時間は日単位で取得することも

できる。

ウ手続き

申請は，期間全体についてあらかじめ行い，高齢者部分休業の始まる日の

2週間前までに「高齢者部分休業承認申請書」により申請し，学校長を経由

して市町教育委員会の承認を受けるものであること。

エ給与の取扱い

修学部分休業制度と同じ。

(7)配偶者同行休業制度

配偶者同行休業制度は，外国で勤務等する配偶者と外国において生活を共

にするための休業制度である。

ア休業期間

3年以内

イ休業対象となる「配偶者が外国に滞在する事由」

①外国での勤務

②事業の経営など個人が外国で行う職業上の活動

③外国の大学等における修学

いずれの事由でも,6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。

ウ手続き

申請は，休業しようとする期間の初日の1月前までに「配偶者同行休業承

認申請書」により申請する。

エ延長について

延長は，期間が当初の休業期間と合わせて3年を超えない範囲内で， 1回

に限り可能。延長開始希望日の初日の1月前までの「配偶者同行休業承認申

請書」を提出。ただし，配偶者の外国での勤務が引き続くことが延長申請時

に確定していなかったという特別な事情が認められる場合は， 3年を超えな

い範囲内で再度の延長ができる。

修学休業条例

第18条

地方公務員法

第26条の6

修学休業条例

第11条

同条例第12条

同条例第13条

同条例第14条

4休職

休職とは，職員としての身分を有するが，職務に従事しないことをいう。

(1)公務休職

職員が公務上又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり，長期の休養を要

するため休職にされたときは，その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

なお，石川県の場合は，全期間，特別休暇となっている。

ア休職の期間は， 3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ，

個々の場合について任命権者が定める。

イ この休職の期間は,職員を休職にした日から引き続き3年を超えない範囲

分限手続条例

第4条

給与条例第24条
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内において，これを更新することができる。 （結核休職その他私傷病休職も

同様｡）

）結核休職

教育公務員特例法等により，校長，教員（副校長，教頭主幹教諭，指導教

諭，教諭，養護教諭，栄養教諭等)，事務職員及び栄養職員が結核性疾患にか

かり，長期の休養を要する場合，休職期間は満2年とし，その期間中の給与の

全額を支給する。特に必要があると認める場合は，その休職の期間を満3年ま

で延長することができる。

）私傷病休職

職員が公務休職・結核休職以外で心身の故障のため，長期の休養を要する場

合，休職期間は3年以内とし， 3年を越えない範囲で更新できる。その休職の

期間が満1年に達するまではこれに給料，扶養手当，地域手当，住居手当，期

末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

ア休職の期間が満1年を超えたときから無給休職となる。ただし，共済組合

から1年6か月は傷病手当金，その後の6か月は傷病手当金付加金が支給さ

れる。

イ 3か月毎に医師の診断書を添付し，病状報告をする。

ウ復職願いを提出する際人事委員会と任命権者が定めた医師2名の診断書

を添付する。任期満了の1週間前までとする。

エ再度の病気休職の取り扱いについて

（ｱ）病気休職から職務復帰の後，同一の再発疾病により再度の病気休職とさ

れた職員で，先の病気休職と再度の病気休職の累計が3年間に達する場合

は， 3年間に達する日までに，市町教育委員会教育長は，県教育長が指定

する医師に2名の診断を受けるよう職員に促すものとする。この場合にお

いて，職員が医師の診断を受けようとしない場合は，市町教育委員長は職

務命令として受診を命ずる。

（ｲ）指定した医師2名によって，長期の療養若しくは休養を要する疾患，休

養によって治癒しがたい心身の故障があると診断され，職務遂行に支障が

あり，これに耐えないことが明らかな治癒困難の場合は,免職処分とする。

（ｳ）指定した医師のうち少なくとも1名が治癒困難の診断を行わなかった

場合は，次による。

a 医師の診断により，下位の職務であれば良好な職務遂行が期待できる

場合は降任処分とする。

b 医師の診断により，短期の療養休養により治癒が期待できる場合は

必要と認められる最小限の期間について病気休職を延長するものとす

る。ただし，延長された期間の満了前には指定された医師2名の診断を

受けなければならない。

c その他， 職員及び主治医と相談の上， また石川県公立学校職員健康

管理審査会の審査を踏まえ， 円滑な職場復帰を図るために必要な措置を

講ずる。

(2)

分限手続条例

第3条

特教法第14条

事務職員休職特

例法

給与条例第24条
(3)

同条例第24条
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オ職場復帰訓練制度

復職前の適切な時期に徐々に勤務に慣れるように，医学的見地に立ち，職

場復帰支援プログラムを行う制度である。休職中の職員の状況により負荷の

かけ方や実施期間など校長が本人及び主治医に十分に相談しながら計画立案．

実施していく。

(4)刑事休職

職員が刑事事件に関し起訴され休職にされたときは， その休職の期間中これ

に給料，地域手当，扶養手当，地域手当，住居手当のそれぞれ100分の60以内の

額を支給することができる。

ア休職の期間は， 当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

イ 100分の60以内とは， この範囲内で任命権者が定める。

ウ職員が無罪判決を受けた場合においても，遡及して休職期間中の給与を全

額支給することはできない。

(5)専従休職

任命権者の許可を受けて登録を受けた職員団体の役員として専ら従事する

休職者には，いかなる給与も支給しない。

ア専従許可の期間は通算して5年を超えることができない。 （7年以下の範

囲内で人事委員会規則又は公平委員会規則で定める期間）

イ専従許可の期間は，退職手当の算定の基礎となる勤続期間には算入されな

いが，年金の算定の基礎となる勤続期間には算入される。

ウ昇給については3分の2以下(例＝3年間休職した場合2年間勤務したも

のとみなす）
『一口 ■一一・ ・一一・ ・一一・ ローーロ ロー一・ ・一一・ ・一一・ ・一一■ ・ ・一一・ ・ ・一－・ ・ ・－－0 ．一一口 ｡一一・ ．一一・ ・一一■ ．ー一ﾛ ･一一・ ・一一・ ．一一・ ・一一■ ･一一・ ．一一・ ・一一・ ・ ・一一・ ・ ’一一・ ・一・一

i～休職と停職の違い～

， 休職と類似したものとして停職がある。停職は,懲戒処分として職員の責任を問！

｜ うことを目的とするものであるのに対し，休職は,一時，その職務から排除するこi
1 と自体を目的とするものである。期間は， ’日以上6か月以下であり，期間中はいi
：かなる給与も支給されない。
1.<-. .-. .__…-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. --. .－. .－. ､-. .-. .-. .-. .---. ．一･ ･一･ ･一‘ ･一･ ･一･ ･一･ ･一･ ･一･

(6)休職（復職）の手続き

必要書類を調整し，教育委員会へ提出する。

地方公務員法

第28条2項2

給与条例

第24条5項

地方公務員法

第55の条2

同法附則20項

懲戒手続効果条例

第4条

分限懲戒条例

神
州
○
○
○

復職

刑事事件

○

○

必要書類
専従

○

○

性核

○

○

○

○

○

結

内申 （報告） 書

体職 ． 復職願

診 断 書

四つ切りX線フィルム

保 健 手 1帳

※一般疾病の場合は， 医師（県人事委員会の同意を得て指定した医師） 2名の診断書

を添付する。

※刑事事件の場合は，事実を確認できるもの(起訴状の写し)等を添付する。
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【結核休職】 〔注〕 「健康管理審査会」での結核の結果に基づき休職になる。

有給100% 有給3年間100%

【私傷病休職】 〔注〕成人病の病休期間は6月になる

職期間一

無給2年間

(年休） 病休

90日

’

’
1

有給100% 有給80%共済傷病手当1年半・附加金6月80%

互助会見舞金(給与停止～復職・退職)までの掛金相当額

休職者等の給与及び諸手当

休職等の期間は，本来の給与月額に上記の支給割合を乗じた額を支給する。

私傷病休職

（満1年に

達するまで）

公務休職

(結核休職

を含む）

専従 停職刑事休職給与の種類

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

１

１

１

１

１

１

１

１

／

／

／

Ｏ

／

／

／

０

／

Ｏ

／

０

０

０

０

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

０

８

８

８

８

８

８

８

８

内

内

内

内

内

内

以

以

以

以

以

以

卯

卯

叩

Ｏ

叩

叩

卯

０

０

０

０

０

０

０

１

１

１

１

１

１

／

／

／
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給料の調整額

教職調整額

管理職手当

地域手 当

扶養手 当

住居手 当

単身赴任手当

期末手 当

勤勉手 当

寒冷地手当
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3－2服 務

休職期間等の換算

昇 給

引き続き勤務した

ものとみなす期間

期末手当

在職期間

（期間率）

勤勉手当

勤務期間

（期間率）

事 由

公務上の負傷

又は疾病休職
3／3以下 1 Oor l

通勤上の負傷

又は疾病休職
3／3以下 1 Oor l

1／2以下結核休職 1 Oor l

私傷病休職 1／3以下 1／2 0

刑事休職（無罪

判決の場合）
3／3以下 1／2 0

専従休職 2／3以下 0 0

5職務に専念する義務の免除
「職員は法律又は条例に特別の定がある場合を除く外，その勤務時間及び職務

上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い，当該地方公共団体がなすべき

責を有する職務にのみ従事しなければならない」 と定められている。

しかし，特例として任命権者（県費負担教職員については市町教育委員会）又

はその委任を受けた者の承認を得て，職務に専念する義務が免除される。

(1)職務に専念する義務の免除に該当する事項（金沢教育事務所管内の場合）

ア研修を受ける場合（教員免許状更新講習の受講も含める）

イ厚生に関する計画の実施に参加する場合

例1 次の健康診断,同診断に基づく第二次診断及び追跡診断を受ける場合

・ 学校保健安全法第15条に基づくもの

結核検診，成人病検診，一般健康診断

・ 公立学校共済組合の行うもの

一般人間ドック女性検診一日ドック脳ﾄｯｸへき地巡回診断

・ 上記に準ずる健康診断を受ける場合はあらかじめ所属長に申し出，

事後に当該健康診断を受けたことを証明するものを提示することで，

同様の取扱いをうける。

例2任命権者の協力する集団的な献血に参加する場合(要請による輸血は特休）

例3石川県赤十字血液センターに成分献血登録している職員が，同セン

ターの依頼に応じ成分献血を行う場合

ウ職員団体の代表者として， 当局と交渉を行う場合

エ県と市町との相互協力のため市町職員に併任される場合

地方公務員法

第35条

職専免条例

職務に専念する

義務の特例に関

する規則

職員の服務の取り

扱いについて

輸血及び献血の

服務上の取扱い

について

成分献血を行う

場合の服務上の

取扱いについて
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3－2服 務

オその他，人事委員会が定める事由に該当する場合

（ｱ）公務災害補償に関する審査を申立て，又はその審査に出頭する場合

（ｲ）勤務条件に関する措置を要求し，又はその審理に出頭する場合

（ｳ）不利益処分についての不服申立てをし，又はその審理に出頭する場合

（工）当局に対し不満を表明し，又は意見を申し出る場合

（ｵ）職員の苦情相談に関する規則により，事情聴取，照会その他の調査に応

じる場合

（力）国又は地方公共団体の公務員としての職若しくは，その他団体の役員と

しての職を兼ね，その職に属する事務を行う場合

（ｷ）特別職としての職を兼ね，その職に属する事務を行う場合

（ｸ）県が設立に参画し，その運営にあたって必要な援助を与えることとされ

ている公社，団体等の職員を兼ねその職に属する事務を行う場合

（ｹ）前各号のほか人事委員会が特に適当と認める場合

(2)職務専念義務の免除願（本人→校長）

根拠書類を添付する。

(3)出勤簿上の取扱い

「職専免」 と記入する。

市町学校管理規

則

6軽減措置
教育職員には長時間の時間外勤務を命じないようにすること。やむを得ず長時

間の時間外勤務を命ずる場合には，勤務の軽減措置を講ずるようにすること。

(1)軽減措置とは

授業を免除し，教材研究の機会を与えること等により勤務の密度を薄くす

る。教育公務員特例法第22条2項の規定による承認研修の機会を与えること

により，職務に専念する義務を免除する。なお， この軽減措置は，分割するこ

となく，時間外勤務を命じた日の属する週において一括して講ずること。

(2)時間外勤務を命ずることができるもの

ア生徒の実習に関する業務

イ学校行事に関する業務

学芸的行事，体育的行事，修学旅行的行事（泊を伴うものに限る）

ウ職員会議に関する業務

エ非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

(3)軽減措置一覧

ア平日における時間外勤務， 1時間30分を超えた場合，その超過時間30

分単位

イ週休日及び休日等における時間外勤務

（ｱ） 4時間以下の場合 4時間

（ｲ） 4時間を超える場合 1日

給与措置条例の

運用について

第三の3

|司第三の2

同第三の3
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ウ修学旅行的行事に従事させた場合

原則勤務時間の割り振りを行うこととするが，当該行事に従事した教育職

員の健康及び福祉を害しないと認められる場合は，以下の通りの措置を講ず

ることによっても，時間外勤務ができるものとする。

（ｱ） 1泊2日の場合 4時間

（ｲ） 2泊3日の場合 1日

（ｳ）当該行事の期間中に週休日又は休日が含まれる場合

a 4時間以下の場合 4時間

b 4時間を超える場合 1日

修学旅行的行事に従

事させた場合の勤務

の取扱いについて(通

知）

7研修
(1)地方公務員の研修

職員には，その勤務能率の発揮・増進のために研修の機会が与えられ，その

研修は任命権者が行う。

(2)教育公務員の研修

ア教育公務員は，その職責を遂行するために，絶えず研究と修養に努めなけ

ればならず，その機会を与えられなければならない。

イ任命権者は，教育公務員の研修について，研修計画を樹立し，実施に努め

るなど，研修奨励の方途を講じなければならない。

ウ教育公務員の研修については，次のような特例がある。

（ｱ）教員は，授業に支障のない限り，校長の承認を受けて勤務場所を離れて

研修を行うことができること （承認研修）

（ｲ）教育公務員は，任命権者の定めるところにより，職を保有したままで，

長期研修を受けることができること

(3)県費負担教職員の研修

県費負担教職員の研修は，指定都市を除き，都道府県教育委員会のほか，市

町教育委員会も行うことができる。

(4)研修の手続き

各市町の学校管理規則による。

地方公務員法

第39条

教育公務員特例

法 第21条

同法第22条

地教行法第45条

8 出勤簿

出勤簿は出勤したら速やかに押印しなければならない。 （金沢市は署名）

(1)出勤簿の整理について

・ 石川県教育関係例規集「出勤簿の作成及び整理について」熟読のこと

・ 1月～12月 （暦年）を1年とし，その後も5年間保存

・ 出勤簿は，他のI帳簿とも内容が一致していること
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(2)出勤簿の表記説明

整理印 記録区分，記録整理上の注意

日曜日日

祝 国民の祝日

士 土曜日

体 年末年始の休日

病欠 負傷又は疾病（結核性疾患を除く）のため， 引き続き90日を越えて勤務しないとき

欠勤 病気欠勤以外の場合 1日未満の場合，欠勤○時○分と記載

年度当初または相当前より計画された業務において士日に出勤した場合の振替日週休日

振休

（／）
臨時的・非通例的業務において土日に出勤した場合の振替日 （ ）内に勤務を命じた日を記載

代休

（ ／）
祝日 ・年末年始に出勤した場合の振替日 （ ）内に勤務を命じた日を記載

修学旅行等につき正規の勤務時間を超えて勤務時間を割り振った日を起算日とする前後2週間の期間内

で，勤務を割り振った日 （ ）内に正規の勤務時間を超えた勤務を命じた日を記載

割振
／ ~ノ 、

（／ ノ

出張（復命書が必要）出張

教育公務員特例法第22条の2による研修研修

職務専念義務の免除職專免

年次有給休暇日単位，半日単位，時間単位，分単位（残時間全てを使用する際には分単位の取得可）年休

特別休暇 日単位，半日単位，時間単位，分単位

※連続する場合，その間の週休日 ・祝日 ・年末年始の休日も特休（一部除く）

※長期にわたる場合は朱書で注記し，毎日の記録・整理を省略することができる

特休

病気休暇 日単位，時間単位，分単位

※連続する場合，その間の週休日 ・祝日 ・年末年始の休日も病休

※長期にわたる場合は朱書で注記し，毎日の記録・整理を省略することができる

病休

介護休暇 日単位，時間単位，分単位

※長期にわたる場合は朱書で注記し，毎日の記録・整理を省略することができる
介休

私傷病，結核，在籍専従，刑事起訴による休職

※長期にわたる場合は朱書で注記し，毎日の記録・整理を省略することができる
休職

育児休業 ※長期にわたる場合は朱書で注記し，毎日の記録・整理を省略することができる育休

育児短時間勤務 土日以外の勤務しない日は週休日を押印する（日又は半日単位で取得の場合）育短時間

育児における部分休業部分休業

修学部分 修学部分休業

啓発休業 自己啓発休業

高齢部分 高齢者部分休業

同行休業 配偶者同行休業

※整理印は市町により異なる。
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